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判決要旨（令和５年(わ)第６５２号、同第７３８号、令和６年(わ)第３８号 詐欺被

告事件） 

主 文            

被告人を懲役５年に処する。 

未決勾留日数中１７０日をその刑に算入する。 

理 由            

（罪となるべき事実） 

被告人は、分離前の相被告人Ａと共謀の上 

第１ 群馬県が同県内で事業を営む中小企業者に向けて事業資金の融資を行う群

馬県制度融資（小規模企業事業資金）を利用し、その取扱金融機関から融資名

目で金銭をだまし取ろうと考え、令和２年２月上旬頃、群馬県高崎市ａ町ｂ番

地ｃ所在のＡが経営する株式会社Ｂ事務所において、株式会社Ｃ銀行Ｄ支店

職員Ｅに対し、真実は、被告人が、足場・外構工事などを行う建設業を営んで

おらず、同支店から受ける融資金を前記建設業の運転資金や設備資金に使用

する意図もないのに、これらがあるかのように装い、内容虚偽の申込人（企業）

概要、融資（兼条件変更）申込書、信用保証委託申込書などの書類を提出する

などして１０００万円の融資を申し込み、前記Ｅを介して、同支店支店長Ｆら

に、その旨誤信させて、同年３月３日頃、被告人への融資を決定させ、よって、

同月６日、同市ｄ町ｅ番ｆ号所在の同支店に開設された被告人名義の普通預

金口座に保証料等を差し引いた９６５万６１６円を振込入金させ 

第２ 中小企業庁が所管する国の持続化給付金制度を利用して同給付金の名目で

現金をだまし取ろうと考え、同年５月１２日、東京都新宿区ｇｈ丁目ｉ番地ｊ

ビルｋ階ｌ室税理士法人Ｇ事務所において、情を知らない前記税理士法人職

員をして、インターネットに接続された電子機器を使用させて、同庁から同給

付金申請審査等について業務委託を受けた一般社団法人Ｈが開設する同給付

金申請用ホームページに接続させ、真実は、被告人が個人事業者ではなく、そ
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のため、事業の前年同月比の事業収入が５０パーセント以上減少した月もな

いのに、同事実が存在し、同給付金の給付要件があるかのように装い、被告人

が建設業を営む個人事業者であり、売上減少月である同年４月の売上額を１

９６万３４７５円、売上減少月の前年度の売上額（売上税務申告額）を５６７

８万９８７１円などと入力するとともに、同入力内容に沿う内容虚偽の所得

税等確定申告書の控え、売上台帳等のＰＤＦファイルを添付して同給付金の

給付申請を行い、前記Ｈ事務局長補佐ら審査担当者に、同給付申請が給付対象

者である個人事業者からの正当な給付申請であり、給付要件を満たすものと

誤信させ、同年５月２８日、前記事務局長補佐に、被告人に対する同給付金１

００万円の給付を決定させ、よって、同月２９日、前記Ｈから業務委託を受け

た株式会社Ｉの担当者に、前記Ｃ銀行Ｄ支店に開設された被告人名義の普通

預金口座に現金１００万円を振込入金させ 

第３ 群馬県が新型コロナウイルス感染症の影響により著しい信用収縮が生じた

同県内の中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的に前記群馬県

制度融資の一つとして創設した群馬県新型コロナウイルス感染症対応資金制

度を利用し、その取扱金融機関から同制度による融資名目で金銭をだまし取

ろうと考え、同年６月下旬頃、前記Ｃ銀行Ｄ支店において、同支店職員である

前記Ｅに対し、真実は、被告人が、足場・外構工事などを行う建設業を営んで

おらず、同支店から受ける融資金を前記建設業の運転資金に使用する意図も

ないのに、これらがあるかのように装い、内容虚偽の融資（兼条件変更）申込

書、売上高減少の申告書、信用保証委託申込書などの書類を提出するなどして

１５００万円の融資を申し込み、前記Ｅを介して、同支店支店長Ｊらに、その

旨誤信させて、同年７月２８日頃、被告人への融資を決定させ、よって、同月

３１日、同支店に開設された被告人名義の普通預金口座に手数料を差し引い

た１４９８万７１４７円を振込入金させ 

第４ 金融機関から事業性資金の名目で金銭をだまし取ろうと考え、令和３年３
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月１１日頃から同月１８日頃までの間に、同市ｍ町ｎ番地о又は同県前橋市

ｐ町ｑ丁目ｒ番地ｓ所在の株式会社Ｂ事務所において、前記Ｃ銀行Ｄ支店職

員である前記Ｅに対し、真実は、被告人が、足場・外構工事などを行う建設業

を営んでおらず、同支店から受ける融資金を前記建設業の運転資金に使用す

る意図もないのに、これらがあるかのように装い、内容虚偽の融資（兼条件変

更）申込書（兼ご相談書）、信用保証委託申込書などの書類を提出するなどし

て１３００万円の融資を申し込み、前記Ｅを介して、同支店支店長である前記

Ｊらに、その旨誤信させて、同年４月６日頃、被告人への融資を決定させ、よ

って、同月９日、同支店に開設された被告人名義の普通預金口座に保証料等を

差し引いた１２５７万５６５０円を振込入金させ 

第５ 金融機関から事業性資金の名目で金銭をだまし取ろうと考え、同年１０月

７日頃、前記Ｃ銀行Ｄ支店において、同支店職員Ｋに対し、真実は、被告人が、

足場・外構工事などを行う建設業を営んでおらず、同支店から受ける融資金を

前記建設業の運転資金に使用する意図もないのに、これらがあるかのように

装い、内容虚偽の融資（兼条件変更）申込書（兼ご相談書）、保証委託契約申

込書などの書類を提出するなどして１５００万円の融資を申し込み、前記Ｋ

を介して、同支店支店長である前記Ｊらに、その旨誤信させて、同月２７日頃、

被告人への融資を決定させ、よって、同月２９日、同支店に開設された被告人

名義の普通預金口座に保証料等を差し引いた１３９１万２０７９円を振込入

金させ 

もってそれぞれ人を欺いて財物を交付させた。 

（証拠の標目）省略 

（事実認定の補足説明） 

１ 判示第１ないし第５につき、弁護人は、いずれも被告人が銀行等に対し融資等

を申請した上で融資金等の支払を受けたこと自体は争わないものの、Ａとの共謀

及び詐欺の故意がなく無罪である旨主張するので、以下、その点につき検討する。 
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２ 前提事実 

  被告人供述と整合する限度でのＡの公判供述のほか、関係各証拠によれば、以

下の事実が認められる。 

⑴ 判示第１の融資を受けるまで 

 ア 被告人は、令和２年１月下旬頃、消費者金融等からの借金の返済資金につ

いて相談するため、知人の紹介により、当時建設業を営む株式会社Ｂの代表

取締役であったＡと面会した。被告人は、当時、会社員であり、個人事業主

として建設業を営んだことはなく、後記⑸に至るまで、自身が建設業を営む

ことは一度もなかった。 

   Ａは、被告人に対し、借入れの方法として、銀行から個人事業主向けの融

資を受ける方法を提案した。その内容は、被告人が個人事業主として銀行に

融資を申し込み、融資された金額の半分をＡに預け、Ａが預かった分から先

に返済し、後から被告人が残りを返済するという方法であった。 

 イ 被告人は、同年２月上旬頃、株式会社Ｂの事務所において、Ａの紹介によ

り、株式会社Ｃ銀行Ｄ支店の行員ＥとＡ同席のもとで面会し、個人事業主と

して１０００万円の融資を希望した。そして、被告人は、その場で、被告人

が「Ｌ」という屋号で足場・外構事業を営む個人事業主として運転資金、設

備資金のための融資を求める旨の融資（兼条件変更）申込書や信用保証委託

申込書等に署名するなどしてＥに提出し、判示第１のとおり、Ｃ銀行Ｄ支店

に対し、事業を営む者に対する融資である小規模企業事業資金の融資を申し

込んだ。 

 ウ Ａは、被告人が平成３０年１月から個人事業主を始めた旨の虚偽の開業届

を作成し、被告人が事業を営んだことを前提として架空の売上金額等を作出

して平成３０年の所得税等の確定申告を期限後申告として行い、その直後、

被告人は、Ａから指示されるままに、税務署に対し、被告人が事業を営んだ

ことを前提とする令和元年の所得税等の確定申告した。被告人は、令和２年
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２月１８日、前記令和元年の確定申告書の控えをＥに渡した。 

 エ 被告人は、同月２５日、群馬県高崎市内の株式会社Ｂの建築中の建物にお

いて、前記小規模企業事業資金の融資の保証に関し、Ｍ協会の職員と面談し、

同職員に対し、「平成３０年に独立し、足場・外構工事の建設業を営んでいる」、

「既存の取引先から紹介されて事業を行っており、人脈や信用を重視して取

引を行っている」、「営業範囲は群馬県内の県北方面が多くて、ときには草津

や北軽井沢まで足を伸ばしている」、「常勤従業員は不在であるが仕事が重な

ったときは従業員を雇用する場合がある」「前記建築中の建物は、『Ｌ』の本

社事務所として使用する予定であり、株式会社Ｂの好意により借り受けるこ

とができている」などと説明をした。同面談にあたっては、Ａが、前記職員

に説明する内容を考えて被告人に教示し、被告人の事業の事務所として説明

するために、前記建物を提供したが、その内容はすべて虚偽であった。 

   前記職員は、前記やりとり等により、被告人が個人事業主として建設業を

営むものと信じ、その結果、前記融資につきＭ協会の融資保証が決定された。 

 オ そして、前記確定申告書や融資保証等を前提に、Ｃ銀行Ｄ支店支店長は、

判示第１のとおり、被告人に対する１０００万円の融資を決定し、被告人名

義の預金口座に９６５万６１６円が振り込まれた。 

   被告人は、振り込まれた金額のうち、４５０万円を株式会社Ｂの預金口座

に振り込み、自身に残った金額については、借金の返済や遊興費等に費消し

た。 

⑵ 判示第２の給付金の支給を受けるまで 

 ア 被告人は、令和２年４月頃、Ａに対し、同人から提案された持続化給付金

の支給申請を依頼した。Ａは、同年５月上旬、株式会社Ｂの顧問税理士に同

申請の代行を依頼したり、被告人の事業の売り上げが前年度より減少した旨

の虚偽の売上台帳を作成したりする等して、判示第２のとおり、事業者を対

象とする持続化給付金申請の手続を進めた。被告人は、同手続にあたり、Ａ
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から言われたとおり、免許証、確定申告書、通帳の写し等を準備した。 

 イ そして、判示第２のとおり、被告人に対し、持続化給付金の支給決定がな

され、被告人名義の口座に１００万円が振り込まれた。被告人は、同金額の

うち、合計約１０万円を株式会社Ｂの口座に振り込んだ。 

⑶ 判示第３の融資を受けるまで 

 ア その後、被告人は、Ａから新型コロナウイルス感染症対応資金の話を受け、

同融資を受けることを希望した。被告人は、令和２年６月下旬頃、判示第３

のとおり、Ｅと面会し、融資申込書等に署名するなどして同書面をＥに提出

し、Ｃ銀行Ｄ支店に対し、事業者を対象とする新型コロナウイルス感染症対

応資金の融資を申し込み、それとともに、被告人の事業につき売上高の減少

があった旨の申告書等を提出した。 

 イ そして、Ｃ銀行Ｄ支店支店長は、判示第３のとおり、被告人に対する１５

００万円の融資を決定し、その結果、被告人名義の口座に１４９８万７１４

７円が振り込まれた。被告人は、同金額のうち、７５０万円を株式会社Ｂの

口座に振り込み、残りの金額は、借金の返済や遊興費等に費消した。 

⑷ 判示第４の融資を受けるまで 

 ア 被告人は、令和３年３月頃、Ａに新たな借り入れの相談をし、同人から中

小企業や小規模事業者向けの運転資金に関するＧリピート保証融資の話を受

け、同融資の申込みを希望した。Ａは虚偽の内容を記載して被告人に関する

令和２年分の所得税等の確定申告書を作成し、これにより、税務署に対して

確定申告がなされた。Ａは、前記確定申告書のほか、銀行に提出するための

虚偽の内容の受注明細一覧の資料等を作成し、被告人に渡した。 

イ その後、被告人は、Ａ同席のもと、判示第４のとおり、Ｅに融資申込書等

を提出する等して、Ｃ銀行Ｄ支店に対し、前記Ｇリピート保証融資を申し込

み、これを受けた同支店支店長は、被告人への１３００万円の融資の決定を

し、その結果、被告人の口座に１２５７万５６５０円が振り込まれた。被告
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人は、同金額のうち、同人がＡから借りていた２００万円の返済分も含めて

８５５万円を株式会社Ｂの口座に振り込み、残りの金額は、個人的な投資や

遊興費等に費消した。 

⑸ 判示第５の融資を受けるまで 

 ア 被告人は、令和３年７月頃、Ａから１００万円の借金をしたところ、同年

９月頃、Ａから、銀行の融資を受けてＡへの借金を返済することを提案され

た。被告人は、同年１０月頃、Ｅの後任であるＣ銀行Ｄ支店行員Ｋと面会し、

Ｋから事業を行う者を対象とするＢＩＺクイック融資の説明を受け、Ａに相

談した上で、同融資を申し込むこととした。 

 イ 被告人は、判示第５のとおり、Ｋに融資申込書等を提出する等し、Ｃ銀行

Ｄ支店に対し、融資を申し込み、これを受けた同支店支店長は、これまでの

融資実績等も踏まえ、被告人への１５００万円の融資を決定し、その結果、

被告人の口座に１３９１万２０７９円が振り込まれた。被告人は、同金額の

うち、Ａから借りていた１１７万円の返済分も含めて８１７万円をＡが指定

する預金口座に振り込み、残りの金額は遊興費等に費消した。 

３ 検討 

 ⑴ 前記２のとおり、被告人は、判示第１ないし第５のいずれにおいても、真実

は会社員として稼働しており建設業を営んでいないにもかかわらず、建設業を

営む個人事業主として事業性の融資の申込みや事業者を対象とする持続化給付

金の支給申請を行ったのであって、これに加え、被告人自身、実際には個人事

業主として自ら建設業を営んでいないこと及び事業を営んでいない会社員では

前記融資等を受けられないことを認識していた旨述べていることも合わせ考慮

すれば、被告人において、各融資等の申込み行為が詐欺行為に当たる旨認識し

ていたことが強く推認される。そして、被告人が、個人事業主としての所得税

等の確定申告を行ったことや、Ｍ協会の職員に対して、実際にやったことのな

い取引・営業及び架空の事務所予定地等について自ら説明したこと等の事実は、



 

 - 8 - 

前記推認を補強する。 

 ⑵ また、Ａは、判示各申込み行為が詐欺行為に当たることを認識していた旨供

述するところ、そうした認識のもと、被告人に対し、各融資の申込み及び持続

化給付金の支給申請を提案し、被告人を個人事業主と偽るために架空の確定申

告書や受注明細資料等を作成したり、被告人に信用保証協会への対応等を指示

したりして犯罪の実現に必要不可欠な役割を果たしている上、融資額の約半分

と給付金の一部に当たる金額を利得しているのであるから、自己の犯罪として

本件各犯行を実現したということができ、被告人との間の共謀が認められる。 

４ 被告人の供述について  

⑴ これに対し、被告人は、当時信頼していたＡから、「株式会社Ｂが営む事業の

一部である足場・外構事業を被告人の個人事業として譲り受け、その事業の個

人事業主として融資等を申請する」旨の説明を受けたのであって、いずれも適

法な申込みであると考えていたなどと供述し、弁護人は同供述に沿い、詐欺の

故意及び共謀がなかった旨主張する。 

⑵ しかしながら、被告人が株式会社Ｂから事業を譲り受け適法に個人事業主と

して融資を受けられると考えていたのであれば、Ｍ協会の職員やＥらと面会し

た際に、その旨伝えることもできたのに、被告人がそのような申告をした形跡

は一切うかがえない。 

また、Ａは、株式会社Ｂが足場・外構事業を営んでいた事実はなく被告人に

前記のような説明をしたことはない旨供述する。融資の提案や虚偽書類の作成

などの、詐欺を実現するために重要な行為のほとんどは自分がやったなどと詐

欺行為への積極的な加担を認めるＡにおいて、あえて前記供述に関してのみ虚

偽であるとも考えにくく、被告人供述は同Ａ供述と合致しない。 

弁護人は、Ａが自ら利得するために被告人に融資の申込み等をさせており、

被告人に責任を転嫁しているなどと主張する。Ｃ銀行Ｄ支店との関係強化や融

資金の半分を得て株式会社Ｂの運営資金に回す等、本件融資等がＡ自身にも利



 

 - 9 - 

益があった側面は否定されない。しかし、Ａは少なくとも途中までは受け取っ

た金額の中から被告人の口座に返済用資金を入金していた上、被告人とＡとの

ＬＩＮＥのやりとり等からすれば、むしろ被告人が積極的に借入れを求めてい

たことがうかがわれ、Ａは主に被告人のために便宜を図っていたということが

できるのであって、弁護人の同主張は前記Ａ供述の信用性を減ずるものではな

い。 

⑶ そして、仮に被告人が足場・外構事業を株式会社Ｂの事業の一部を譲り受け

たものだと考えていたとしても、被告人が実際に当該足場・外構事業を営んで

いなかったことは前記のとおり明らかである。事業を実際に営んでいない者が

事業者として融資等を受けることや、融資等を受けた資金の約半額を足場・外

構事業とは関係のない個人的な用途に費消することは、事業性融資や持続化給

付金の制度として当然想定されておらず、常識的に考えて、前記融資、給付金

支給の申込みが適法な手続であるとはおよそ考えにくい。そうすると、被告人

の供述を前提としても、少なくとも、自身が事業を営んでいないこと等の事実

が銀行等に対して明らかになれば融資等は受けられないかもしれないという、

詐欺の未必的な故意があったことは否定されない。 

 ⑷ 以上からすれば、被告人の供述は前記３の推認を左右しない。 

５ 結論 

  よって、被告人には、判示第１ないし第５のとおり、Ａとの間で、詐欺の共同

正犯が成立する。 

（法令の適用）  

罰     条  いずれも刑法６０条、２４６条１項 

併合罪の処理  刑法４５条前段、４７条本文、１０条（犯情の最も重い判示第

３の罪の刑に法定の加重） 

未決勾留日数の算入  刑法２１条 

訴 訟 費 用  刑事訴訟法１８１条１項ただし書（不負担） 
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（量刑の理由） 

 本件は、被告人が、共犯者と共謀の上、個人事業主を装い、４回にわたり銀行に

対し事業性融資を申し込み、中小企業庁に対し持続化給付金の支給申請をし、それ

ぞれ融資金や給付金を詐取したという事案である。 

 融資や給付金の申込みにあたり、架空の事業について内容虚偽の確定申告書や受

注明細資料、売上台帳等を作成するなどして銀行等に提出し、建設中の建物を事務

所予定地と偽るなどして信用保証協会の職員に説明し同保証協会の保証を得る等、

犯行態様は計画的かつ巧妙で、悪質性が高い。被害合計額は、約５２００万円と極

めて多額であり、そのうち、銀行からの融資金については、約４６００万円が返済

されておらず、被害結果は相応に重大である。被告人は、借金返済のため共犯者に

相談したところ、共犯者から本件各犯行を提案され、安易に実行した上、受領した

金員を、自身の借金返済資金にとどまらず、個人的な投資や遊興費等に費消してい

たのであって、動機は身勝手極まりなく、経緯にも酌量すべき点はない。 

 本件では、共犯者が、被告人に個人事業主向けの融資等を提案して、付き合いの

ある銀行に被告人を個人事業主として紹介し、前記の内容虚偽の書面や建物を準備

する等の詐欺行為に向けて重要な行為を担ったという事情があるものの、そもそも

共犯者に借入れの相談をし、各詐欺行為を最終的に決意したのは被告人である上、

被告人自身、自ら個人事業主を装って確定申告や信用保証協会への説明等を行い、

銀行に虚偽内容の融資申込書等を提出するなどし、融資金の約半分の金額及び持続

化給付金の大半の金額を自ら利得しているのであって、主体的かつ積極的に本件各

犯行に関与しているものといえる。 

 以上からすれば、被告人の責任は重く、被告人が外形的事実の大半を認めている

こと、前科がないこと、及び、前記被害銀行に対して事件発覚前に返済済みの融資

金のほか約８０万円の弁済をし、持続化給付金は全額返済したこと等の事情を最大

限考慮しても、被告人に対しては、主文の刑を免れないものと判断した。 

（求刑 懲役６年） 
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  令和６年１１月５日 

前橋地方裁判所刑事第１部 裁判官 柴田裕美   


